
国 県 起 債 そ の 他 一般財源

3,030 令和９年度～１０年度 3,030

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組]

　[今後の取組]

　２月議会で債務負担行為の議決を得た後のスケジュ－ルは、下記のとおり。
　
　令和８年４月　年度協定書の締結

限 度 額 期 間
財 源 内 訳

　令和６～７年度にかけて共同設置者である鳥取県と連携して実施した空調熱源機器改修工事で更新
した自動制御設備について、令和８年度の瑕疵期間満了に併せて保守点検業務が必要となることか
ら、令和８年度から10年度までの指定管理期間における当該委託業務に要する費用の予算を追加す
る。
　また、賃金水準及び物価指数の大幅な上昇が続いており、適切な価格転嫁を実現する観点から指定
管理料の見直しを行う。

　指定管理者に以下の業務を委託する。
　・鳥取世界おもちゃ館の管理運営に関する業務
　＜令和８年度追加債務負担額（R９～10)＞※Ｒ８増額分は当初予算において計上
　・おもちゃ館指定管理料　3,030千円
　※空調自動制御設備の保守費の増額分
　※物価高騰による増額分（光熱費は除く）

　令和６年度～令和10年度についても引き続き、指定管理者制度による施設管理委託を行う。
・指定管理者　　：公益財団法人　鳥取童謡・おもちゃ館（指名指定）
・債務負担額　　：令和６年度～令和10年度　359,635千円
・追加債務負担額：令和７年度～令和10年度  21,664千円（人件費増加分、物価高騰分）
・追加債務負担額：令和８年度～令和10年度　 7,128千円（人件費増加分）

[単位：千円]

令和８年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取世界おもちゃ館の管理運
営費

文化交流課


